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§外国規格無線機に関する冬期間の取組（ニセコ地区）

１ ニセコ地区における周知啓発と移動監視（平成２１年１２月１日～平成２２年３月３１日）

ニセコ地区はアジアの中で手軽にスキーができる場所の一つとして、アジア各国・地域及びオーストラリアなどから年間約６万人の旅
行客（宿泊延数は約１８万人）が訪れ、仲間同士の連絡手段の一つとして外国規格無線機（日本国内では使用が認められていない）が
使用されている事例があります。
このため、ニセコ地区において外国規格無線機に関する周知啓発と移動監視を行っています。

（１）周知啓発
１ ポスター・リーフレット等の配布枚数（平成２０～２１年度）

(1) ポスター（Ｂ２版） ４９８枚
(2) ミニポスター（Ａ４版） ３，６６９枚
(3) 三折リーフレット（ＵＨＦ－ＣＢ） １３，１８１枚
(4) 三折リーフレット（５カ国語） １８，５３１枚

２ 訪問先・配布先等（訪問先２４４ヶ所、郵送３２ヶ所）（平成２０～２１年度）

(1) オーストラリア大使館、札幌領事館
(2) 札幌入国管理局、千歳苫小牧出張所、小樽港出張所、新千歳空港
(3) 後志支庁、倶知安町、ニセコ町
(4) ニセコアンヌプリ国際スキー場、ニセコビレッジスキーリゾート、ニセコグラン・ヒラフ ひらふエリア、

ニセコグラン・ヒラフ 花園エリア
(5) 郵便局、北洋銀行、ホテル、観光関係団体
(6) ＪＲ倶知安駅、ＪＲニセコ駅、ＪＲひらふ駅、ニセコバス本社、道南バス倶知安営業所
(7) コンビニ、飲食店、スキーレンタル、レンタカー、ペンション、ロッジなど
(8) オーストラリア国内の旅行代理店（３２ヶ所に郵送）

３ その他の周知広報
(1) 屋外広告
ニセコビレッジスキーリゾートのゴンドラ乗場

(2) バスステッカー広告
ニセコバスの側面にＵＨＦ－ＣＢのポスターを図案化したものを掲示 １５台（千歳～ニセコ路線３台を含む）
①縦５００mm×横２８００mm ６台
②縦５００mm×横１２００mm ９台
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§外国規格無線機に関する冬期間の取組（ニセコ地区）

（２）移動監視

平成２１年１２月１日から平成２２年３月３１日まで、現地において移動監視を実施。

(3) ニセコ情報
当局のホームページに、ポスターの掲示、リーフレットの配布について、オーストラリア人（アドワーズ広告
から）及び倶知安・ニセコ等の協力いただける方（配付資料にＵＲＬ記載）向けにＵＨＦ－ＣＢに関する情報を
掲載（英語、日本語表記）。
北海道新聞のＵＨＦ－ＣＢに関する新聞記事を掲載。

(4) スキー場アナウンス
ニセコアンヌプリ国際スキー場、ニセコビレッジスキーリゾート、ニセコグラン・ヒラフ ひらふエリア、
ニセコグラン・ヒラフ 花園エリアの４スキー場において、日本語、英語、台湾語、広東語、韓国語による
アナウンスを１日３回（１０時、１３時、１５時頃）行い、外国規格無線機の使用禁止を周知。
期間は平成２１年１２月１日から平成２２年３月３０日まで。

(5) 外国人向けフリーペーパー
「３Ｗ ＮＩＳＥＫＯ」への掲載。

(6) アドワーズ広告（平成２０年度実施）
Googleオーストラリア版で、“niseko”または“hirafu”で検索すると、hokkaido-btがアドワーズ広告として

表示され、これをクリックすると当局のニセコ情報のページが表示される(英語・日本語表記)。
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ポスターの掲示（セイコーマート・ヒラフ店） ポスターの掲示（安全センター）

ポスターの掲示（ニセコビレッジ・売店） ポスターの掲示（ニセコアンヌプリゴンドラ乗り場）

§外国規格無線機に関する冬期間の周知啓発（ニセコ地区②）
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屋外広告（ニセコビレッジ）

バスステッカー広告（ニセコバス）

§外国規格無線機に関する冬期間の周知啓発（ニセコ地区③）
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ニセコ地区での周知啓発と移動監視

§外国規格無線機に関する冬期間の周知啓発と移動監視（ニセコ地区）

ニセコ地区での周知啓発と移動監視

ニセコ地区での周知啓発と移動監視 ニセコ地区での周知啓発と移動監視
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２ 「さっぽろ雪まつり」における周知啓発と固定・移動監視（平成２２年２月１日～平成２２年２月１２日）

「さっぽろ雪まつり」は昭和２５年に第１回が開催されて以来、年々盛んになり現在では雪氷像の基数は約２７０基程度と数も多く、雪氷
像の規模も年々大規模になっている。国内はもとより海外からも多数のツアー観光客が訪れており、現在では２１５万人以上の観光客
が訪れる北海道最大のイベントとなってます。
「さっぽろ雪まつり」には、アジア各国・地域などから多数が訪れ、家族や仲間の連絡手段の一つとして外国規格無線機が使用されてい

る事例があります。
このため、札幌市内において外国規格無線機に関する周知啓発と固定・移動監視を行いました。

（１）周知啓発

(1) ポスターの掲示（地下鉄車両・額面広告）
２月５日（金）から２月１１日（木）まで、札幌市営地下鉄（南北線、東西線、東豊線の３７８両）に額面広告を
掲出。

(2) ポスターの掲示
２月５日（金）から２月１１日（木）まで、札幌市営地下鉄駅構内フリーボード１２駅１９カ所（麻生２カ所、
北２４条２カ所、北１２条１カ所、さっぽろ２カ所、中島公園２カ所、琴似１カ所、西１１丁目１カ所、
東札幌１カ所、白石１カ所、新札幌２カ所、栄町３カ所、豊水すすきの１カ所）

(3) デジタルサイネージ
２月１日（月）から２月１４日（日）まで、ＪＲ札幌駅構内の観光案内所に設置されたデジタルサイネージに
ポスターを表示。

(4) 電飾広告
２月１日（月）から２月２８日（日）まで、ＪＲ新千歳空港駅・
ＡＮＡ・国際線コンコースに掲出。

（２）固定・移動監視

§外国規格無線機に関する冬期間の取組（さっぽろ雪まつり）

ＦＲＳ（日本人所有）

平成２２年２月１日から平成２２年２月１２日まで、固定・移動監視を

実施。






